
+=一人当たりの
年間保険料
（上限 62万円）

均等割額
被保険者全員が均等に負担

4万 907 円

所得割額
（29年中の総所得金額－ 33
万円）×所得割率 8.30％

被保険者の所得に応じた額

保
険
料
の
通
知
書
を
、
7
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
と
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。

保険料の計算方法

※所得が少ない方や一定の条件に該当する方は、保険料の軽減が適用される場合があります。軽減の
内容につきましては、保険料の通知書に同封するリーフレットをご覧ください。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

●
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
（
東
庁
舎
2
階　

☎
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3
2
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2
5
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）

75
歳
以
上
の
方
へ

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
受
給

し
て
い
る
年
金
か
ら
保
険
料
が
天

引
き
と
な
る
「
特
別
徴
収
」
と
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金
融

機
関
の
窓
口
で
の
納
付
や
、
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
す
る
「
普
通
徴

収
」
が
あ
り
ま
す
。

　

納
付
の
方
法
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方

で
異
な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
納
付
書
が
同

封
さ
れ
て
い
る
方
は
、
年
金
天
引

き
や
口
座
振
替
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。納

付
方
法
の
変
更

　

保
険
料
は
原
則
と
し
て
特
別
徴

収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
と
な

保
険
料
の
納
付
方
法

り
ま
す
が
、
申
請
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
別
徴
収
を
ご
希
望
の
方
は
、
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
保

険
課
・
支
所
・
出
張
所
へ
「
保
険

料
納
付
方
法
変
更
申
出
書
」
の
提

出
と
各
金
融
機
関
へ
「
口
座
振
替

依
頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

金
融
機
関
へ
提
出
の
際
は
、
保
険

料
の
通
知
書
、
口
座
振
替
す
る
通

帳
、
通
帳
の
届
出
印
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率
に
係
る

変
更
点
に
つ
い
て

■　

賦
課
限
度
額
の
変
更

保
険
料
年
額
の
賦
課
限
度
額
が
、

57
万
円
か
ら
62
万
円
に
変
更
と
な

り
ま
し
た
。

■　

軽
減
判
定
所
得
基
準
の
変
更

保
険
料
均
等
割
額
に
お
け
る
2

割
軽
減
、
5
割
軽
減
の
判
定
所
得

基
準
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。（
国

民
健
康
保
険
税
と
同
様
。「
国
民

健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の
お

知
ら
せ
」
の
8
ペ
ー
ジ
表
①
の
と

お
り
）

■　

軽
減
特
例
の
見
直
し

　

平
成
20
年
度
の
制
度
施
行
以
来
、

新
た
な
保
険
料
負
担
に
対
す
る
激

変
緩
和
措
置
と
し
て
、
一
定
の
条

件
に
該
当
す
る
方
の
保
険
料
に
対

し
て
軽
減
特
例
措
置
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
が
、
制
度
の
持
続
性
を

高
め
、世
代
間
・
世
代
内
の
負
担
の

公
平
を
図
る
た
め
、平
成
30
年
度

の
軽
減
特
例
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

①
保
険
料
の
所
得
割
額
に
お
け
る

軽
減
が
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
29
年
度
は
、
被
保

険
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
か

ら
基
礎
控
除
（
33
万
円
）
を
引

い
た
額
が
58
万
円
以
下
の
方
に

つ
い
て
、
所
得
割
が
2
割
軽
減

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

②
制
度
加
入
直
前
に
被
用
者
保
険

（
市
町
村
国
保･

国
保
組
合
は

対
象
外
）
の
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
被
保
険
者
の
均
等
割
額
の
軽

減
割
合
が
、
7
割
か
ら
5
割
に

変
更
に
な
り
ま
し
た
。
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